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は
じ
め
に

　

二
〇
一
六
年
度
、本
所
で
は
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
の
黒
印
状
二
点
を
購
入
し
た
。

そ
の
う
ち
の
一
点
（
請
求
記
号
〇
四
七
一
―
二
九
）
は
、
牢
人
切
手
と
い
う
史
料
で

あ
る
。
明
確
な
も
の
は
類
例
が
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
文
書
様
式
も
や
や
変
わ
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
。

一
　
朝
尾
直
弘
氏
の
研
究
か
ら

　

ま
ず
、
京
都
の
牢
人
統
制
の
展
開
と
牢
人
切
手
に
つ
い
て
、
現
在
の
到
達
点
で
あ

る
朝
尾
直
弘
氏
の
論
文
「
近
世
京
都
の
牢
人
」
に
よ
り
簡
単
に
整
理
す
る
。

　

京
都
の
牢
人
統
制
は
、
京
中
に
居
住
す
る
武
士
の
町
役
負
担
の
忌
避
や
非
分
狼
藉

へ
の
対
処
を
課
題
に
取
り
組
ま
れ
る
。
戦
国
期
の
三
好
長
慶
段
階
に
萌
芽
が
あ
り
、

秀
吉
の
京
都
支
配
に
お
い
て
は
改
め
と
管
理
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て

い
る
。

　

徳
川
政
権
下
で
は
、
慶
長
八
（
一
六
〇
三
）
年
一
二
月
二
二
日
付
の
「
毎
月
可
触

掟
之
事
」
の
う
ち
に
「
一
、
洛
中
洛
外
ニ
借
屋
之
事
、
商
人
・
諸
職
人
・
百
性
共
ニ

請
人
次
第
届
借
可
申
候
、
但
奉
公
人
ハ
伊
賀
守
切
手
次
第
ニ
可
借
候
、
付
家
中
之
者

可
為
同
前
事
」（『
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
二
―
二
六
六
、
傍
線
筆
者
）
と
あ
る
。
こ

こ
で
は
上
層
の
武
士
を
指
す
と
み
ら
れ
る
「
奉
公
人
」
と
、
家
中
に
包
摂
さ
れ
る
武

士
が
借
屋
す
る
場
合
に
は
、所
司
代
発
行
の
切
手
に
よ
る
承
認
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。

牢
人
も
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
大
御
所
・
将
軍
の
上
洛
を
契
機
に
、
牢
人
統
制
に
関
す
る
政
策
が
展
開

す
る
。
元
和
五
（
一
六
一
九
）
年
七
月
に
は
個
別
町
に
対
し
て
、「
京
中
武
士
之
奉

公
人
」
を
「
町
人
ニ
成
候
共
、
又
奉
公
望
ニ
而
引
籠
居
候
共
」
改
め
、
届
出
る
よ
う

命
じ
る
（
同
別
巻
二
―
二
九
九
）。
そ
れ
に
対
す
る
町
か
ら
の
請
書
（
同
別
巻
二
―

三
〇
〇
）
で
は
「
御
奉
行
様
之
無
御
手
形
ニ
、
武
士
奉
公
人
衆
・
同
穿
人
ニ
一
夜
之

宿
を
も
借
申
間
敷
候
」
と
誓
約
し
、「
今
度
穿
人
御
改
書
物
指
上
申
候
」
と
あ
る
。

　

従
来
大
き
な
画
期
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
元
和
九
年
九
月
二
三
日
付
の
二
つ
の
触

（
同
別
巻
二
―
三
一
三
・
三
一
四
）
で
、
牢
人
に
濫
り
に
宿
を
貸
す
こ
と
に
厳
罰
を

課
し
、
①
「
重
而
奉
公
可
仕
と
存
牢
人
」、
②
「
出
家
同
前
ニ
罷
成
、
寺
ニ
居
住
仕
、

出
家
之
不
致
学
問
牢
人
」、
③
「
従
主
人
合
力
を
取
、
京
都
ニ
居
住
之
牢
人
」
は
追

放
と
す
る
。
一
方
で
、
④
「
公
儀
御
存
之
牢
人
」
と
⑤
「
年
久
商
い
た
し
、
妻
子
を

持
、
在
付
候
牢
人
」
は
京
住
を
認
め
、
所
司
代
か
ら
切
手
を
発
行
す
る
と
し
て
い
る
。

公
儀
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

　

朝
尾
氏
は
、
寛
永
一
一
（
一
六
三
四
）
年
を
一
つ
の
転
換
期
と
み
る
。
同
年
閏
七

月
二
日
付
の
法
令
（
同
別
巻
二
―
三
三
五
）
は
、「
京
都
へ
出
入
仕
牢
人
之
人
数
」

の
把
握
を
目
的
に
、
出
入
の
際
の
届
出
を
町
に
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
再
仕
の
希

望
を
も
つ
牢
人
の
追
放
は
停
止
さ
れ
、
管
理
・
掌
握
へ
と
向
か
う
段
階
の
も
の
と
評

（
１
）

（
２
）

（
板
倉
勝
重
）

（
牢
）

史
料
紹
介新

収
史
料　

板
倉
重
宗
の
牢
人
切
手

林　
　
　
　
　

晃　
　

弘
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価
さ
れ
る
。
ま
た
、
牢
人
切
手
の
制
度
も
こ
の
段
階
に
変
化
し
、
町
か
ら
所
司
代
へ

の
請
合
証
文
・
親
類
書
提
出
に
移
行
す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
七
月
の
東
西
町
奉
行
設
置
を
画
期
に
、
牢
人

の
取
り
扱
い
は
大
き
く
変
化
す
る
。
一
七
世
紀
後
半
以
降
の
帯
刀
人
改
め
は
、
そ
れ

ま
で
の
牢
人
統
制
と
は
目
的
も
、
対
象
の
階
層
も
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
こ

こ
で
の
変
化
は
身
分
的
実
態
の
問
題
と
関
わ
っ
て
、
朝
尾
氏
の
研
究
に
お
い
て
重
要

な
論
点
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

　

さ
て
、
牢
人
切
手
に
つ
い
て
は
、「
近
世
京
都
の
牢
人
」
が
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
』

七
に
再
録
さ
れ
た
際
に
、補
遺
と
し
て
次
の
も
の
が
写
真
付
き
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
１
〕「
古
文
書
集
」（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
）
七
七
五
号

　
　
　
　
（
板
倉
重
宗
割
印
）

　
　

当
町
酒
屋
二
郎
左
衛
門
家
ニ
加
藤
平
入
当
座
借
屋
之
儀
不
苦
、但
於
宿
相
替
者
、

　
　

此
手
形
可
為
反
古
者
也
、

　
　
　

寛
永
十
年

　
　
　
　

九
月
十
九
日　

周
防
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　

本
国
寺
西
門
前

　
　
　
　
　
　

上
之
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
代

　

加
藤
平
入
と
い
う
牢
人
が
本
国
寺
西
門
前
上
之
町
の
酒
屋
二
郎
左
衛
門
家
に
当
座

借
屋
す
る
こ
と
に
伴
い
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
加
藤
平
入
は
、
朝
尾
氏
の
紹
介

す
る
寛
永
二
〇
年
の
「
牢
人
御
改
帳
留
」
と
い
う
史
料
に
登
場
す
る
加
藤
忠
広
の
旧

臣
柏
原
平
入
（
加
藤
平
左
衛
門
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
平
入
分
の
切
手
が
存
在
す
る

旨
の
記
載
も
あ
る
。
た
だ
し
、
寛
永
二
〇
年
時
点
で
平
入
は
没
し
て
お
り
、
書
き
上

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
子
の
清
左
衛
門
で
あ
る
。

　
〔
史
料
１
〕
に
つ
い
て
は
藤
井
讓
治
氏
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
端
に
横
倒
し

に
押
さ
れ
、
途
切
れ
て
い
る
印
は
割
印
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

現
状
、
こ
の
牢
人
切
手
は
切
紙
で
あ
る
。
朝
尾
氏
は
、
牢
人
切
手
を
含
む
宿
切
手

は
、「
京
都
町
奉
行
所
書
札
覚
書
」（『
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
一
所
収
）
で
は
折
紙

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、「
実
物
は
簡
便
で
実
用
性
を
重
ん
じ
た
と
思

わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
。

二
　
新
収
の
牢
人
切
手

　

新
収
の
牢
人
切
手
は
寛
永
一
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
折
紙
で
、
縦
三
五
・
四
㎝
、

横
五
二
・
〇
㎝
、
端
に
板
倉
重
宗
の
黒
印
が
割
印
さ
れ
る
。
釈
文
は
左
記
の
通
り
で

あ
る
。

〔
新
収
史
料
〕「
板
倉
重
宗
黒
印
状
（
牢
人
切
手
）」

　
　
　
　
（
板
倉
重
宗
割
印
）

　
　

当
町
後
藤
縫
殿
老
後
家
家
ニ
一
貞
弟
四
郎
右
衛
門
尉
当
座
借
屋
之
義
、
江
戸
ゟ

　
　

依
理
不
苦
、
但
於
宿
替
候
者
、
此
手
形
可
為
反
古
者
也
、

　
　
　

寛
永
十
三

　
　
　

子
八
月
十
三
日　

周
防
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

油
小
路
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
斐
守
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
代

　

四
郎
右
衛
門
尉
と
い
う
武
士
が
、
油
小
路
通
甲
斐
守
町
に
あ
る
呉
服
司
後
藤
縫
殿

の
後
家
の
家
を
借
屋
す
る
こ
と
に
伴
い
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
四
郎
右
衛
門
尉

は
先
述
の
「
牢
人
御
改
帳
留
」
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
本
史
料
が
牢
人
切
手
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
書
き
上
げ
ら
れ
た
五
七
名
の
牢
人
の
う
ち
、
三
番
目

が
こ
の
人
物
で
、
そ
の
記
載
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
史
料
２
〕「
牢
人
御
改
帳
留
」（
前
後
略
）

（
板
倉
重
宗
）（

３
）（

４
）

（
５
）

（
板
倉
重
宗
）
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一
、
油
ノ
小
路
甲
斐
守
町　
　
　
　

近
藤
四
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

駿
河
大
納
言
様
へ
奉
公
仕
候
へ
共
、

　
　
　

�

右
者
八
年
以
前
よ
り
当
町
ニ
居
被
申
候
、
入
道
仕
道
務
と
申
候
、
但
御
切
手

御
座
候
、

　

す
な
わ
ち
、
名
字
は
近
藤
と
い
い
、
徳
川
忠
長
の
旧
臣
で
、
八
年
以
前
か
ら
油
小

路
甲
斐
守
町
に
居
住
し
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
に
は
入
道
し
て
道
務
と
名
乗
っ
て
い
る

と
い
う
。
最
後
に
「
御
切
手
御
座
候
」
と
あ
る
の
が
新
収
史
料
の
こ
と
で
あ
り
、
居

住
開
始
年
と
場
所
も
合
致
す
る
。

　

近
藤
四
郎
右
衛
門
尉
は
徳
川
忠
長
の
旧
臣
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
九
年
の
改
易

に
伴
い
牢
人
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
忠
長
旧
臣
は
召
預
け
、
な
い
し
は
蟄
居
を
命
じ

ら
れ
る
が
、
数
年
内
に
赦
免
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
寛
永
一
二
年
一
二
月
一
三
日
に

は
一
〇
四
名
に
本
知
行
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
四
郎
右
衛
門
尉
も
同
様
に
赦
さ
れ
、

そ
の
な
か
で
京
住
を
選
択
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
毛
利
家
文
庫
「
諸
大

名
衆
へ
駿
河
衆
御
預
之
覚
」
や
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
駿
河
忠
長
卿
附
属
諸
士
姓

名
」
に
は
み
え
ず
、
牢
人
の
契
機
は
明
確
で
は
な
い
。

　
「
牢
人
御
改
帳
留
」
は
、
朝
尾
氏
の
言
う
よ
う
に
上
層
の
名
の
あ
る
旧
家
臣
を
書

き
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、
近
藤
四
郎
右
衛
門
尉
も
そ
れ
な
り
の
階
層
に
属
し
て
い
た

と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
金
森
宗
和
や
奥
山
宗
巴
・
柏
原
道
喜
の
よ
う
に
、
京
都
の

牢
人
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
『
隔
蓂
記
』
や
『
細
川
家
史
料
』
な
ど
に
は
現
れ
ず
、

そ
の
人
物
像
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
兄
の
一
貞
に
つ
い
て
も
未
詳
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
新
収
史
料
の
「
江
戸
ゟ
依
理
」
の
「
江
戸
」
は
、
同
地
に
い
る
縁
者
な
の
か
、

そ
れ
と
も
公
儀
権
力
な
ど
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
保
留
と
し
た
い
。

　

新
収
史
料
は
、
文
面
や
端
に
割
印
を
押
す
点
で
〔
史
料
１
〕
と
共
通
す
る
が
、
折

紙
で
あ
る
点
が
異
な
る
。
武
士
が
寄
宿
や
煩
養
生
の
た
め
京
都
に
滞
留
す
る
際
に
出

さ
れ
た
板
倉
重
宗
の
切
手
は
、
後
掲
の
〔
史
料
５
〕
の
よ
う
に
同
様
の
も
の
で
あ
る

が
、
管
見
に
ふ
れ
た
す
べ
て
が
折
紙
で
あ
る
。
個
別
町
に
て
保
管
さ
れ
る
は
ず
の
も

（
徳
川
忠
長
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
10
）

新収史料　板倉重宗黒印状（牢人切手）



東京大学史料編纂所研究紀要　第28号　2018年３月　（　 ）162

の
で
あ
り
、
朝
尾
氏
の
実
用
性
と
の
説
明
は
首
肯
し
が
た
い
。

　

実
は
、
朝
尾
氏
の
記
載
す
る
〔
史
料
１
〕
の
法
量
は
誤
り
で
、
正
し
く
は
縦
一
七
・

二
㎝
、
横
三
一
・
二
㎝
で
あ
る
。
縦
は
新
収
史
料
を
半
截
し
た
程
度
の
大
き
さ
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
端
よ
り
二
二
・
五
㎝
の
、
差
出
と
充
所
の
間
で
貼
り
継
が
れ
て
い
る
。

継
目
の
印
な
ど
は
な
く
、
こ
の
点
は
証
文
と
し
て
不
自
然
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
加
藤
平
入
分
も
元
は
折
紙
で
、
半
截
し
、
差
出
と
充
所
の
間
や

奥
を
詰
め
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
収
史
料

は
本
来
の
形
状
を
と
ど
め
る
も
の
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
。

付
、
武
士
の
京
都
滞
在
に
伴
う
切
手
の
様
式

　

武
士
の
京
都
滞
在
に
伴
い
発
行
さ
れ
た
所
司
代
の
切
手
を
集
め
た
と
こ
ろ
、
板
倉

勝
重
段
階
と
板
倉
重
宗
段
階
で
様
式
が
や
や
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
最
後
に
触
れ
た
い
。

　

ま
ず
、
板
倉
勝
重
段
階
の
も
の
と
し
て
、
第
一
に
次
の
も
の
を
掲
げ
る
。

〔
史
料
３
〕「
福
長
町
文
書
」（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
）
五
一
六
号

　
　
　
　

以
上

　
　

�

当
町
ニ
井
出
藤
九
居
住
之
事
、
同
町
弥
左
衛
門
・
押
小
路
通
橘
町
永
甫
・
如
球

両
参
人
依
理
、
不
苦
者
也
、

　
　
　
　

う

　
　
　
　

霜
月
十
一
日　

伊
賀
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　

富
小
路
通
福
長
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
代

　

年
次
は
、
文
化
一
五
（
一
八
一
八
）
年
の
覚
書
で
は
慶
長
八
年
と
さ
れ
て
い
る
が
、

同
年
一
二
月
二
二
日
付
の
触
書
以
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
元
和
元
年
の
も
の
か
も
し
れ

な
い
。井
出
藤
九
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、武
士
身
分
の
も
の
で
あ
ろ
う
。「
居
住
」

と
あ
る
の
は
一
時
的
な
滞
在
の
た
め
の
借
屋
と
は
異
な
る
か
。折
紙
で
、端
に
は「
以

上
」
と
記
す
。

　
「
岡
本
春
暉
旧
蔵
資
料
」（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
）
三
―
二
号
の
板
倉

勝
重
印
判
状
写
も
、文
面
は
同
様
。写
で
は
あ
る
が
、注
記
か
ら
原
本
は
折
紙
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。「
上
下
京
町
々
古
書
明
細
記
」
所
収
の
二
点
も
文
面
は
似
通
っ

て
い
る
（『
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
二
―
二
六
八
・
二
七
三
）。

　

勝
重
段
階
の
第
二
と
し
て
、
大
坂
夏
の
陣
後
の
次
の
印
判
状
写
が
あ
る
。

〔�

史
料
４
〕「
徴
古
雑
抄
」（『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
―
二
二
、
元
和
元
年
八
月
二

四
日
条
）

　
　
　
　

以
上

　
　

大
坂
古
参
奉
公
人
青
木
千
松
、
京
町
中
何
方
成
共
借
屋
不
苦
者
也
、

　
　
　
　
　
　

卯
九
月
六
日　
　
　

板
伊
賀
（
印
）

　

大
坂
古
参
奉
公
人
の
青
木
千
松
の
京
中
で
の
借
屋
を
、
場
所
を
特
定
せ
ず
に
認
め

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
居
所
と
な
る
個
別
町
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
他
の
切
手
と

は
性
格
が
異
な
る
。
寛
永
二
〇
年
の
「
牢
人
御
改
帳
留
」
を
み
る
と
、
二
八
年
前
か

ら
在
京
し
て
い
る
大
坂
牢
人
の
埴
原
次
郎
右
衛
門
・
桑
山
十
兵
衛
も
切
手
を
所
持
し

て
い
る
と
い
う
が
、
同
じ
よ
う
な
様
式
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

つ
づ
い
て
、
元
和
五
年
に
所
司
代
と
な
る
板
倉
重
宗
の
も
の
を
み
て
み
よ
う
。

〔
史
料
５
〕「
佐
伯
理
一
郎
氏
所
蔵
文
書
」（
本
所
架
蔵
影
写
本
）

　
　
　
　
（
板
倉
重
宗
割
印
）

　
　

�
当
町
妙
善
所
ニ
谷
出
羽
守
殿
御
在
洛
中
当
座
御
借
屋
、
依
理
不
苦
、
但
於
御
下

者
、
此
手
形
可
為
反
古
者
也
、

　
　
　
　

申

　
　
　
　

二
月
五
日　

板
周
防
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
之
馬
場
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
条
永
原
町

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
元
和
元
年
）（

衛
友
）

（
元
和
六
年
）

（
板
倉
重
宗
）
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年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
町
代

　

谷
出
羽
守
は
衛
友
で
、
丹
波
山
家
に
て
一
万
六
〇
〇
〇
石
を
領
し
た
。〔
史
料
５
〕

は
永
原
町
の
妙
善
の
も
と
へ
の
借
屋
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
妙
善
の
屋
敷
は
別
の
史

料
に
は
「
谷
出
羽
殿
の
御
兄
弟
後
室
様
の
御
あ
ん
し
つ
」
と
あ
る
。
衛
友
は
寛
永
四

年
に
没
す
る
こ
と
か
ら
、
申
年
は
元
和
六
年
に
当
た
る
。
し
た
が
っ
て
重
宗
の
所
司

代
就
任
後
す
ぐ
の
も
の
と
な
る
。
折
紙
で
、
こ
の
段
階
で
既
に
割
印
を
用
い
て
い
る
。

　

重
宗
段
階
の
も
の
で
は
、
他
に
五
点
の
武
士
の
借
屋
に
関
す
る
切
手
を
確
認
し
て

い
る
が
、
い
ず
れ
も
基
本
的
な
様
式
・
文
面
は
同
様
で
、
折
紙
で
、
割
印
を
押
す
。

牢
人
切
手
に
は
帰
属
す
る
大
名
家
や
、「
御
下
」・「
帰
国
」
等
の
文
言
は
当
然
み
ら

れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
点
を
除
け
ば
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　

以
上
の
勝
重
段
階
と
重
宗
段
階
の
切
手
は
、
次
の
二
点
で
変
化
が
み
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
重
宗
段
階
に
は
末
尾
に
宿
替
・
帰
国
時
に
は
「
反
古
」
と
す
る
と
の
文

言
が
加
え
ら
れ
る
。
京
中
に
滞
在
す
る
武
士
の
管
理
の
厳
格
化
を
志
向
す
る
も
の
と

評
価
で
き
る
。

　

第
二
に
、
割
印
の
使
用
で
あ
る
。
勝
重
段
階
は
端
に
「
以
上
」
と
記
す
の
に
対
し

て
、
重
宗
は
所
司
代
就
任
直
後
よ
り
割
印
を
用
い
て
い
る
。
勝
重
段
階
の
実
態
は
未

解
明
の
点
が
多
い
た
め
、
な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
割
印
の
使
用
は
、
少
な
く
と
も

重
宗
段
階
に
は
所
司
代
側
で
な
ん
ら
か
の
帳
を
作
成
し
、
京
都
に
滞
在
す
る
武
士
・

牢
人
を
恒
常
的
に
把
握
・
管
理
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

　

な
お
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
切
手
は
、
年
号
を
記
す
も
の
と
、
干
支
の
み
の
も
の

が
あ
る
（「
年
」
の
文
字
を
書
く
か
否
か
も
揺
れ
が
あ
る
）。
一
方
、
重
宗
段
階
の
牢

人
切
手
は
二
例
と
も
年
号
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
確
定
に
は
さ
ら
に
事
例
を
集
め
る

必
要
が
あ
る
が
、
長
期
の
滞
在
と
な
る
可
能
性
が
高
い
牢
人
に
対
し
て
は
、
年
号
を

明
記
し
た
切
手
を
発
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）　

も
う
一
点
の
黒
印
状
（
請
求
記
号
〇
四
七
一
―
二
八
）
は
河
内
国
吉
田
村
庄
屋
・

肝
煎
宛
。
も
と
越
後
村
上
の
大
名
で
、
家
中
騒
擾
の
の
ち
元
和
四
年
か
ら
丹
波
篠
山

に
預
け
ら
れ
て
い
た
村
上
忠
勝
の
死
去
に
伴
い
、
貸
付
金
の
こ
と
で
請
人
と
な
っ
て

い
た
河
内
国
吉
田
村
（
現
、
東
大
阪
市
）
の
次
兵
衛
ら
三
名
の
出
頭
を
命
じ
た
も
の
。

吉
田
村
は
慶
長
一
九
年
六
月
に
豊
臣
秀
頼
が
片
桐
貞
隆
に
加
増
し
た
村
の
一
つ
で
、

「
河
内
国
正
保
郷
帳
写
」
で
は
片
桐
貞
昌
の
領
知
と
な
っ
て
い
る
（『
日
本
歴
史
地
名

大
系
』）。村
上
忠
勝
は
元
和
九
年
九
月
に
没
す
る
こ
と
か
ら
、本
黒
印
状
は
翌
一
〇（
寛

永
元
）
年
か
、
数
年
内
に
発
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
釈
文
は
左
記
の
通
り
。

　
　
　
　
　

以
上

　
　

急
度
申
遣
候
、
村
上
周
防
守
死
去
被
申
ニ
付
、
八
兵
衛
周
防
金
か
し
置
候
ニ
付
、

其
村
次
兵
衛
・
大
郎
兵
衛
・
清
右
衛
門
と
申
者
、
右
之
金
借
し
候
時
分
之
請
人
之

由
ニ
候
間
、
早
々
京
都
へ
罷
上
候
様
可
申
渡
候
、
銀
子
闕
所
ニ
成
候
間
、
松
平
山

城
守
殿
内
衆
集
被
置
候
条
、
無
油
断
罷
上
候
様
、
右
三
人
へ
可
申
聞
候
、
為
其
申

越
候
也
、

　
　
　
　
　

二
月
廿
三
日　

板
倉
周
防
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　

河
内
国
吉
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肝
煎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
た
へ

（
２
）　

朝
尾
直
弘
「
近
世
京
都
の
牢
人
」（『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
一
〇
、一
九
九
二

年
、
の
ち
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
』
七
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。
近
年
の
成
果
に
、

東
谷
智
「
近
世
前
期
の
京
都
に
お
け
る
武
士
」（
宇
佐
美
英
機
・
薮
田
貫
編
『︿
江
戸
﹀

の
人
と
身
分
１　

都
市
の
身
分
願
望
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
３
）　

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
「
古
久
保
家
文
書
」。
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
京

の
記
憶
ア
ー
カ
イ
ブ
」
の
公
開
画
像
に
よ
る
。

（
４
）　

八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
『
八
代
城
主
・
加
藤
正
方
の
遺
産
』

二
〇
一
二
年
、
出
品
番
号
二
六
解
説
。

（
衛
友
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
忠
勝
）

（
忠

国
）

（
重
宗
）
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（
５
）　

藤
井
讓
治
「
十
七
世
紀
京
都
の
武
士
」（『
平
安
京
―
京
都
の
都
市
図
・
都
市
構
造

に
関
す
る
比
較
統
合
研
究
と
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
』
科
研
報
告
書
、

二
〇
〇
五
年
、
の
ち
、
藤
井
『
近
世
史
小
論
集
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。

（
６
）　
『
江
戸
幕
府
日
記
〔
姫
路
酒
井
家
本
〕』
四
、
寛
永
一
二
年
一
二
月
一
三
日
条
。

（
７
）　

山
口
県
文
書
館
毛
利
家
文
庫
、
三
他
家
三
五
。
本
所
架
蔵
写
真
帳
に
よ
る
。

（
８
）　
『
静
岡
県
史
』
資
料
編
九
近
世
一
（
静
岡
県
、
一
九
九
二
年
）、
四
四
号
。

（
９
）　

谷
晃
『
金
森
宗
和　

異
風
の
武
家
茶
人
』
宮
帯
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
。

（
10
）　

奥
山
・
柏
原
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
近
世
史
料　

細
川
家
史
料
』
二
四
・
二
六
の

人
名
一
覧
を
参
照
。

（
11
）　

二
〇
一
七
年
八
月
二
五
日
に
京
都
大
学
総
合
博
物
館
に
て
原
本
調
査
を
行
っ
た
。

そ
の
際
に
は
文
学
部
古
文
書
室
の
谷
徹
也
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。

（
12
）　

板
倉
重
宗
の
切
手
に
は
、
端
か
ら
詰
め
て
書
い
て
い
き
、
差
出
・
充
所
の
間
が
大

き
く
空
く
も
の
が
あ
る
。
後
掲
の
〔
史
料
五
〕
な
ど
。

（
13
）　

同
様
の
も
の
に
、
卯
（
元
和
元
年
）
八
月
二
六
日
付
で
、「
大
坂
古
参
之
衆
」
の
今

枝
勘
右
衛
門
・
津
田
平
左
の
居
所
自
由
を
認
め
る
板
倉
勝
重
黒
印
状
写
が
あ
る
（「
蠧

簡
集
残
編
」
一
、
本
所
架
蔵
謄
写
本
）。
い
ず
れ
も
堀
智
博
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
14
）　

慶
長
一
七
年
一
一
月
一
〇
日
付
松
下
そ
う
内
請
状（「
佐
伯
理
一
郎
氏
所
蔵
文
書
」）。

寛
永
六
年
六
月
八
日
付
市
左
衛
門
請
状
に
よ
れ
ば
、
こ
の
家
屋
敷
は
の
ち
に
谷
衛
友

か
ら
息
女
御
松
へ
売
券
・
添
状
と
と
も
に
譲
り
渡
さ
れ
て
い
る
（
同
前
）。
の
ち
大
和

小
泉
片
桐
家
の
京
都
屋
敷
と
な
る
。
寛
永
後
期
の
も
の
と
さ
れ
る
「
洛
中
絵
図
」（
京

都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
中
井
家
絵
図
・
書
類
）
に
は
同
町
西
側
に
「
谷
出
羽
守
」

と
あ
る
。

（
15
）　

影
写
本
で
は
、
黒
印
の
印
面
の
左
半
分
に
も
印
文
が
読
め
る
。
な
お
、
板
倉
重
宗

の
割
印
は
先
触
状（「
池
坊
文
書
」︿
華
道
家
元
池
坊
総
務
所
所
蔵
、本
所
架
蔵
写
真
帳
﹀

三
三
七
号
）
や
女
手
形
（
新
居
関
所
史
料
館
『
館
蔵
図
録
Ⅰ
　
関
所
手
形
』

一
九
九
七
年
）
に
も
み
ら
れ
る
。

（
16
）　

写
真
で
確
認
し
た
も
の
は
以
下
の
五
点
。「
池
坊
文
書
」（
華
道
家
元
池
坊
総
務
所

所
蔵
、
本
所
架
蔵
写
真
帳
）
三
三
六
号
。
東
京
古
典
会
『
古
典
籍
展
観
大
入
札
会
目
録
』

二
〇
〇
六
年
、
出
品
番
号
一
〇
七
六
号
（
山
口
和
夫
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。「
福
長

町
文
書
」（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
）
四
二
九
―
一
号
（
二
点
）。「
燈
心
文

庫
文
書
」（
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
本
所
架
蔵
写
真
帳
）
一
五
二
号
。


